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手
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規
則
の
一
部
を
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す

る
省
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)

無
線
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一
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を
改
正
す
る
省
令

正
す
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件
(
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に
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す
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電
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岸
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O
自
動
識
別
装
置
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら

件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
詞
四
六
七
)

O
認
定
点
検
事
業
者
が
行
う
点
検
の
実
施
方

A 
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な
い
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び
そ
の

自
動
識
別
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る

「」
/'. 

総
務
省
令
第
九
十
四
号

O

法
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
�
 

ミ
電
波
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
口
げ
)
第
三
十
九
条
第
七
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
四
条
の
三

一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

点
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十
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牛
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月

二

日

総

務

大

臣

原

口

一

博

T二
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

-
電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
↓
一
十
五
年
電
波
駅
理
委
員
会
規
則
第
十
川
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
第
一
二
十
四
条
の
六
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
無
線
電
話
、
遭
難
自
動
通
報
設
備
、
レ
ー
ダ
ー
そ
の
他
の
小
規
模
な
船
舶
局
に
使
用
す
る
無
線
設
備
と
し
て
総

「
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
の
み
を
設
置
す
る
船
舶
局
(
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
船
舶
の
船
舶
局
に
限

寸
る
。
以
下
「
特
定
船
舶
局
」
と
い
う
。
)

第
四
十
一
条
の
こ
の
六
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
一
一
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

か
ら
一
五
七
・
四
五

HM
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i 同
四
六
八
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無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線

局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
の
各
欄
に
記

載
す
る
た
め
の
コ
�
 ド
(
無
線
局
の
目
的

l

ド
及
び
通
信
事
項
コ
ー
ド
を
除
く
。
)

を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

令・〕

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

刀Z 
L一一J

業
務
書
類
等
の
備
え
つ
け
を
省
略
で
き
る

無
線
局
及
び
省
略
で
き
る
も
の
の
範
囲
並

び
に
そ
の
備
え
つ
け
場
所
の
特
例
又
は
共

用
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改

及
び
周
波
数
の
使
用
区
別
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
四
六
四
)

船
位
通
報
に
関
す
る
通
信
を
取
り
扱
う
海

岸
局
の
運
用
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
件

出
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
(
同
四
六
六
)

(
間
四
六
九
)

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
等
に
よ
る
通
信

件
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
口
げ
を
加
え
る
。

を
行
う
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条

(
間
四
七

小
規
模
な
船
舶
局
に
使
用
す
る
無
線
設
備

O
)
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船
舶
局
(
F
二
B
電
波
又
は
F
三
一
E
電
波
一
五
ぺ
�
 

ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
空
中

H

O

一
�
 
線
電
力
五
玖
ツ
ト
以
下
の
傍
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
み
又
は
こ
れ
と
第
十
二
号
の
レ
ー
ダ
ー
の
み

ご 7

を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
)

土
第
五
十
一
条
の
十
五
第
一
二
項
の
表
三
の
問
の
項
中
「
及
び
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
」
を
「
、
法
第
二
十
七
条
の
二

と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線

設
備
を
定
め
る
件
(
同
四
七
一
)

十
二
及
び
法
第
七
十
条
の
七
第
二
項
(
法
第
七
十
条
の
九
第
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
」
に
改
め
る
。

よ
別
表
第
五
号
中
「
第
四
十
一
条
の
二
関
係
一
を
「
第
凶
十
-
条
の
間
関
係
」
に
改
め
、
同
表
十
凶
中
「
船
舶
安
全
法
」

公

生
ロ
〕

寸
の
下
に
「
(
昭
和
八
年
法
律
第
十
号
)
」
を
加
え
、
同
十
山
中
「
山
及
び
凶
」
を
「
山
か
ら
閉
ま
で
」
に
改
め
、
同
矧
を

諸

事

項

「
同
十
凶
と
し
、
同
十
凶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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ら
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五
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・
四
五
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〈コ ブ1.� 

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

使
用
す
る
無
線
設
備
、
遭
難
自
動
通
報
設
備
(
船
舶
安
全
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
備
付
け
を

要
す
る
も
の
を
除
く
。
)
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
レ
ー
ダ
ー
以
外
の
無
線
設
備
を
設
置
し
な
い
も
の

五
年

ーa

平
成
二
十
事
業
年
度
独
立
行
政
法
人
水
資

掠
機
構
財
務
諸
表
、
特
定
計
量
器
塑
式
承

教
育
職
員
免
許
状
失
効
関
係

一
-
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

O
L

7

八
六

O
総
務
省
令
第
九
十
五
号

篭
波
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
一
色
十
ム
号
)
を
実
施
す
る
た
め
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

八
八
古
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

え

平

成

二

十

一

年

十

月

二

日

総

務

大

混

原

口

一

博

九
口
一
一
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
」
部
を
改
正
す
る
省
令

4

「
無
線
局
免
許
手
続
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

ミ
第
四
条
第
二
項
の
表
六
の
項
中
「
空
中
線
電
力
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
電
話
を
使
用
す
る
船
舶
局
で
あ
っ
て
、
総
務

手
大
臣
が
別
じ
告
示
す
る
も
の
(
以
下
「
特
定
船
舶
局
」
と
い
う
。
)
」
を
「
特
定
船
舶
局
(
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
六

ι

「
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
河
じ
。
)
」
に
改
め
る
。

ま
で
の
周
波
数
を

H



2 官 幸良 (号外第 212号)平成 21年� 10月 2日 金曜日

119 無 線 一Ij

(1)法第33条及び第35条の規定により備えている無線設備� (2) (j)以外の無線設備 

20 

ロ 超短波帯(150 雌h) の鍾線設備の機器� [ J J 口 超短波帯(150MH，)の無線設備の機器� [ J J 
電 口� F2B ch 70 W ロ� F2B ch 70 w 

波
口� F3E w 口� F3E w 
口 口 超短波帯(150 MHz DSB)の盤線設備の槽器� [ X 

の ロ 中短波特?の無線設備の機器� ( K J 口� A3E w 

型
口� J3E 

ロ� FIB 

2182 kHz 

2177 2187.5 kHz 

w 
w 

ロ超短波帯�  (40 MH， 05B)の無融設備の機器� 

ロ� A3E 

( W 1 

W 

式 ロ� FIB 2174.5 kHz w 己短波帯�  (27 叩� z SSB)の無線設備の機器� [ U J 

並
口

口 中短波待及び短波帯の無線設備の槽器� [ L J 

ロ� ]3E 

口 短渡帯� (27 拙� z DSB)の無線設備の槽器� [ V J 

w 

び 口� J3E 2182 kHz W ロ� A3E w 
口� FIB 2177 2187.5 kHz w 口船上通信設備� [ 1 J 

短� lこ ロ� FI0 2171.5 kHz w 口� F3E 457.525 457.55 457.575 MHz W 

希 口 ロ

口� J3E .11?5 6215 8291 12290 16420 kHz W ロ レーダー[�  G 1 
望 ロ� FJB 1207.5 6312 8414.5 12577 16804.5 kHz w ロ� PON 9410 MHz kW 

す
ロ� FIB 

口

4177. 5 6268 8376，5 12520 16695 kHz W ロ

コ簡易型船舶自動織glj装置� [ R J 

る 口船舶自動披gll装置� [ 5 J 口� FID 161.5 -162.025 閉� zまでの25kHz間隔の周波数� 22波� 2. 

1胃
口� F2B ch 70 12.5W 口 その他の設備

口� FID 156.025 -156.5125 MHz， 156.5375 -157-，425 MHz， 口

波� 160.625 160.8875 MHz， 160.9125 -160，9625 阻� z 口

ill 
数� 

及び� 161.5 -162.025 MHz 

12.5 kHz間隔の周波数� 182波� 12.5W 

ロ

ヨ
の 口 捜索救助用レーダートランスポンダ� M J 

口� QON 9350 MHz O.4W 
範

口調星非常用位置指示無線標識� [ N J 

囲 口� GIB 406.025 MHz 5.0W 

口� GIB 406.028 蹄1，� 5.0W 
2え ロ� GJ8 406.037 MHz 5，QW 

ぴ
口� A3X 121.5 班iz 0.05W 

口 設備規則第15:1駐の 3の5に規定する無樟設備� [ E J 
空 口� GIB 406.028 肥h 5.0W 

中
口� GIB 406. 037 MHz 5.0W 

口� A3X 121.5 加iz 0.05W 

綿 ロ双方向無綜電話� p 1 

電
口� F3E 150 MHz (ch 15 17) 野

口 船舶航空機間双方向無線電話� [ T 

プJ 口� A3E 121.5 123.1 附iz W 

民 寸守� r n K.~告白台長歪ヨ #d包. A-'主"A ~孟ム‘ 

無線局事項書及び工事設計書� 

l 申請(届
口開設

3 lt:;r~ I 5 希望する
ロ変更�  4 欠格事由 ロ有 ロ無出)の区分
己再免許� 運用許容時間|伊:1 1

6 開設、� 
継続開設� 8 免許の年月日

9 
期間

免許の有効

又は変更
を必要と

する理由� 10 最初の免許の� 11 希望する免

7 氏 法人団体 法人又は団体 年月日 許の有効期間� 

個人の�  glj
ブリガナ

申 名 -------ー・・・'..幽幽噌・・・幽噌幽ーーーーーーーーー-----ー・ー・ーー・・・・ーーーーーーーーー・・・ーーーーーーー・圃圃幽幽幽幽幽幽ーーーーー『ーー・..ー.圃且・..ー・・・・ー. 

12.工事落成の
口日付指定

コ}ド[ 予定期日 口予備免許の日から一一一一一月自の日請 又
口法人 ロ予備免許の日から 日目の日

( は
個 人 又 ;土 代表者名 口免許の日口団体

短 届 名 �  13 運用開始の
口日付指定

出 称
口個人 予定期E

ロ予備免許白日から一一一一月以内の日
口免許の日から 月以内の日

者 住
蔀フ道リ服ガナ明有]一一 一 一� 14 無線局の目的� h5 通信事


コード 項コード

名


帯 所 郵 便 番 号 |電話番号[  16ノ醸)JlJ信号 
  

17 無線設備 ロ免許人又は免許人加入団体所属の海岸局

辺 の設置場所� 18 通信の相手方 口船舶局

ロその他� 

r 

19 停泊潜� 20 主たる停泊� 21機船の舶所又有者は航空
 免そ許の他人 { ロ口� ヨ}ド 港又は定置場

電波の型式 |周

ロ� A3E 口� A2D 2市Hz 54m 
口� A3E 口� A2D 4曲1Hz 

日 間E l印刷z (ch 15-17) 

22 電波の型 ロ� F2B 15醐H. ch 70 

式並びに希 日 間E 15醐HZ 

望する周波 口� FlD 161.5-162. 025岨iz26kHz開庸の周渡数� 22渡
数の範囲及臼� 

び空中館篭ロ
カ ロ

口� P開� 9410朋� z 

ロ� Q聞� 9350MHz 

口� GlB ロ� 406.025岨z ロ� 4舶� 028剛z ロ� 406.03祖Hz 
A3X 121.5随也 、� 

空中膿竃カ�  23 航行区域又は
lW 従業制限コ}ド

5W 並びに航行する

O.BW 海域コード� 

w 

iWl25 鮎嚇番号又は
w 漁船霊録番号

;部総トン数  

kWI2B 旅客定員ロ}

0.4W ド

5W 
29 長さコード

0.05W 

包� p

闘 用 途

コード

27事信号符

協同
長 辺� (日本工業規格A列4番) (表面)

別
表
第
二
号
第
3
の
2
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

別
表
第
一
一
円
げ
の

第
3
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る



tよー，� 

3 平成 21年� 10月2日� 金曜日 H 幸R (号外第 212対)

※整理番号

ヱ 事 設 計 書� 

機器の種類31 製造者名 検定番号等又は名称 製造番号32 33 34 特殊な装置35 

口 送受信機 [150)150MHz (AM) ロ 無線方位制定機 [AOF) 

(Jロ固定型150~倒 送受信機 (FM) U) にその他 (z

口 送受信機400MHz (FM) (400) 番号36 ATIS辺

ロその他( その他の工事設計38
合致する。

、1 f'f=E 円 宰� 

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

口 送受信機 [27M)27MHz ロ デジタノレ選択呼出専用受信機(超短波帯) [OSR) 

口携帯型 送受信機� UP)150 (FM) ロ データ伝送装置� :nTJ制 z

ロマリン 送受信機 (MVH) 己その他 (VHF

ロその他( 船舶等識別番号37

総
務
省
令
第
九
十
六
号

双方向無線電話� [LP] ロ ナプテックス受信機(和文)� [KR~: 


ロレーダー� [R] ロ 地上無線航法装質� [L悶〕


短 己衛星非常用位笹指示無線標識� :SE) 衛星無線航法装罷� [GP明〕

ロ捜索救助用レーダートランスポンダ� [LTL) 口選択呼出装置� [S) 

ロ� 40初日z送受信機� [40M) ロ変調信号処理装置� [SM) 

口 法第� 3章に規定する条件に

ら
な
い
然
線
設
備
の
機
器
以
外
の
も
の
」
に
改
め
る
。

39 備考� 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
�
 か
ら
施
行
す
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イ� VHF帯選択呼出信号の場合であって、フォーマット信号が「個別の局の呼出しj のとき

は、コード番号� 1100J、1101J又は� 1103J、フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自
109 RX5の位信: 海装賊強盗・武� J3E 無線電話

提ド案のモ使ー用置の同期
動接続呼出しj のときは、コード番号� 1100J、1101J又は� 1105Jであること。 号 不可(注� 

(2) クラスDの装置 2) 

フォーマット信号が「遭難警報j 以外のときは、� 1100J、1103J又は� r104Jであること。 110 RX6の位信 〈注� 5) 緊急 海中転落 遭る難応警答報に対す 武の力当事紛者
(3) クラス� Eの装置 置の同期

でない国

争

フォーマット信号が「遭難警報j 以外のときは、� 1104J、1109J又は� 1118Jであること� 
号

o 

E図感� 1n1t'出口荘 I(クラス Bの装置を除く。� )J 印霊的。� びの船航舶空及機� 

N
F
N

Eミ図燃� 11n1t'剣山任「クラス BJ 8~以「、 D及び EJ 1Z<J異，~" ng:図組。丑「は、 5つのコード番号」

(世
 

掠 

化J I及び位置情報が 23.5時間以上更新されなかった場合は、すべてのコードが.td悩台F ヨ博司';:S~1Z<J
111 	 RX7 の{信立 (注 6) 衛体生輸送

置の同期
~心"ng:図剥∞モト「クラス BJ 8 手~.td I、D及びEJ 1Z<J思村" ng:;出∞3 B-I中短波帯選択呼出信号J 号� 

遭難警報の中継
備

遭難遭難警報112	;tafQ。J今年1111JJ又はI以恒常"j中短波・短波帯選択呼出信号11Z<J 

Eミ図様eln1t'組問モト I(コード番号� 1112J以外のものとする。)J 1Z<J豆心"ng:図i組ドモト「とし、できる	 遭通難報起自動 公事衆務電所話

t
r
)

限りコード番号� 1112Jであることj 印豆心"ng:図i割当fト「クラス� BJ 8長.td� I、D及びEJ今年]黒村'� 
の 設動� 

ng:;l;tl~3岳「又は 1111J J1Z<J;tæ心"ng:土日~B- I又は� 1101JJ1Z<J豆的。 113 F1B又は� J2 狭帯域直 ファクシ� 

亘図燃同n1t'岳 I(VHF帯選択呼出信号を除く。)J 1Z<J亙時。 B (一方式)向誤り 援信印装刷置電 ミリ又は

~図感〈昨今年J~8刊の.td部常的。
訂正方 データ� 

別図第八号削除 114 
共を有通す関係る

宗刊号担保� 1n1t'1Z<J対Q吋小μ恒常時。 船団の呼
別表第一号 コード番号(1 00~127) の用途 出し� 

コード
フ ォ ー カテゴ 第一テレコマンド(注1) 第二テレ 115 F方1 B又は� J2 

狭接信装帯f'p域直
(注 6)

番号
能

号マッ(注ト1信) リ(注一信1)号
遭類難(注の1種) コマンド 求B 動再送要 刷電び同期特信有号機及

使用及びモード 通信装置 (注1) 
式自)

置� 

100 	 通常業務 F3E又はG3 無線電話 理由なし� 
116 

全し船(注呼7出) 
(注 6) (注 6) 

火爆災発又は� 
E'単信	 (注 2) 

出
俳

色2	 101 浸水� F3E又はG3 海事交タ換� 
117 終了信号 (注 6) (注 6) 

E'複信 センー 118 試験 (注 6) 
の混雑� 

119 (注 6) (注 6) 

E
N
E
O
F

白
川
世
相 

峠 

102 海域呼出 衝突
し	 通(注話2)中

120 個別呼の局 (注 6) (注 6)
の出し103 (注 3) (注 3) 座礁 ポーリング

待表示ち行(注列� 

2) 
121 使用不可 船舶の位置 (注 6) 

ITU 
104 	 RXOの位イ言: 傾斜覆及び 受入不可 閉局(注 R勧告� 

置の同期	 2) M. 1159の危� 転険
号	 で使用)� 

105 	 RX1の位信 沈没 呼出しの終了 オベレー 122 終了信号 (注 6) (注 6) 
置の同期 注4) タの不在
号 (注 2) 123 (注 6) 〈注� 6) I 

動動出
106 RX2の位信 (注 6) 操船不流能 データ 変復調装 オベレー	

個別半の局

置の同期 で漂 置	 接又の続は呼白白

F
N

Mr 
世 

号� 的タ(注の不一2)在時 し� 

107 RX3の位{言: その他の 装置の運 124 (注 5) (注 6) (注 6) 

璽難i	の同期置下子 用(注不2)可� 125 DXの位信置号 (注 6) (注 6)
の同期� 

108 	 RX4の位イ言: 安全 船体の放
提案チ使可ャ 126 情報なし 情報なし棄 ネルのr、 置号の同期

用(注不2) 127 終了信号 (注 6) (注 6)
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す
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。
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基
づ

き
、
小
規
模
な
船
舶
局
に
使
用
す
る
無
線
設
備
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
三
年
郵
政
省
告
示
第
六
十
一
号
(
無
線
局
免
許
手
続
規
則
第
三
条
の
表
一
の
項
の
特
定
船
舶
局
を
定
め

る
件
)
は
、
廃
止
す
る
。
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務
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下
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中
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力
一
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中
線
電
力
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第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

O 一
自
動
識
別
装
置
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
は
、
漁
船
の
船
舶
局
(
無
線
設
備
規
則

第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
調
信
号
処
理
装
置
を
附
置
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
)
と
す

る。総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
八
号

登
録
点
検
事
業
者
等
規
則
(
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
)
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
九
年
郵
政
省
告

示
第
六
百
六
十
六
号
(
認
定
点
検
事
業
者
が
行
う
点
検
の
実
施
方
法
等
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。
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則
に
よ
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合
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し
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の
又
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適
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示
無
線
設
備
に
限
る
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八
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
(
適
合
表
示
無
線
設
備
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限
る
。
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九
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
通
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行
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海
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無
線
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の
無
線
設
備
(
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表
示
無
線
設
備
に
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の

3
の
三
の
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の
項
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方
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の
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中
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の
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の
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に
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脇
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覇
市
努

十
双
方
向
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非
常
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標
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検
定
規
則
に
よ
る
型
式
検
定
に
合
格
し
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も
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る
。
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二
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助
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十
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前
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の
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設
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せ
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す
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る
無
線
設
備

部
「
ぺ
一
関
河
北
町
議
ぬ
斗
向
日
。

無
線
局
免
許
手
続
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
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則
第
十
五
号
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別
表
第
三
号
の
二
第
6
の
規
定
に
基

づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
八
百
五
十
九
号
(
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線
局
事
項
書
及
び
工
事

設
計
書
の
各
欄
に
記
載
す
る
た
め
の
コ

1
ド
(
無
線
局
の
目
的
コ
ー
ド
及
び
通
信
事
項
コ

1
ド
を
除
く
。
)
を
定
め
る
件
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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プ
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出
受
信
機

凶
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
専
用
受
信
機

間
ナ
ブ
テ
ッ
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ス
受
信
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附
地
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無
線
航
法
装
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問
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航
法
装
置

「
ぺ
酌
商
白
河
噂
(
同
日
。
冨
同

尉
尚
涛
鵡
(
同
日
号
忌
国
�
 
N
) N

)
S浦
難
路
議
見
)
務
部
(
圃
尚
曜
)

総
務
大
臣

に
改
め
る
。

原
し-<� 

口

博

を

j

j

同
凶
か
ら
閉
ま
で
以
外
の
受
信
設
備

昨
回
目

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
免
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予
備
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い
る
特
定
船
舶
局
に
つ
い
て
は
、
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(
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備
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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